
　町では、健康保持と、福祉の向上を図ることを目的に、対象者へ福祉タクシー券を
交付しています。このたび、福祉タクシー券利用対象者の範囲を広げる改正を行いま
した。
　福祉タクシー券の利用を希望する方は、福祉課まで申請してください。

　令和６年５月18日（土）より振草川にて鮎釣
りが解禁予定です。振草川の再生を目指し鮎の
買取・販売を行います。
　ぜひ釣りに挑戦してみてはいかがでしょうか。

　ヤマビルは例年春から秋にかけて町内のほぼ
全域で活動が確認されています。吸血されると
傷口から出血し、止血まで時間を要します。
　草刈りや草木の多いところでの農作業、山に
出かける際には対策を行いましょう。

８広報とうえい 2024.５

問合せ先▶東栄町商工会　☎76‒0530

問合せ・申請先▶東栄町福祉課（東栄ひだまりプラザ保健福祉センター内）　　　　　　  
東栄町本郷字大沼１番地１　 ☎0536‒76‒1815／Fax 0536‒76‒1811

東栄町福祉タクシー券交付事業
利用対象者の拡大について

振草川にて
鮎釣りが解禁予定です

ヤマビルに
ご注意ください！

日釣り券、年券の販売店舗

遊漁料金

川　角　中井おとり店　　　　　　　TEL 0536‒76‒1248
三ツ石　荒木屋おとり店　　　　　　TEL 0536‒76‒5070
二タ田　とみかわ釣具店　　　　　　TEL 0536‒88‒5070
中設楽　ファミリーマート東栄町店　TEL 0536‒77‒0717
浦　川　おとりイチムラ　　　　　　TEL 053‒967‒3205
古　戸　サンオー商事　　　　　　　TEL 0536‒78‒5212
本　郷　東栄町商工会　　　　　　　TEL 0536‒76‒0530

日釣り券：2,500円／年券：15,000円

主な対策
・長袖、長ズボンなど極力肌の露出は
　避けましょう。
・足元は長靴や地下足袋などを履きましょう。
　（サンダル、運動靴は避ける。）
・忌避剤を、足元を中心に靴や衣類に
　塗りましょう。
・見つけた場合はそのままにせず、
　確実に駆除しましょう。

改正ポイント 対象者の拡大：
・要支援認定を受けた者（要支援１・２）
・要介護認定を受けた者（要介護１・２・３・４・５）
・身体障害者（１級・２級・３級・４級の内、腎臓機能障害とされている者）
・療育手帳（Ａ・Ｂ）
・精神障害者保健福祉手帳（１級・２級）
・その他特別な理由により、町長が必要と認める者

助成額：

駆除方法
・ハサミなどで切る。
・塩をかける。
・薬剤をかける。　等

※18歳以下は無料です。解禁期間は令和６年12月31日までとなります。

追 加

要支援認定を受けた方については、福祉タクシー券を月２枚交付し、１枚当たりの
助成額は、自宅から町内の医療機関又は医療機関から自宅までの片道の運賃額とし
ます。その他の対象者の方は、今までどおり月４枚交付します。
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